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現
行
制
度
と
見
直
し
の
内
容 

法
案
の
問
題
点 

■図表１ 現行の制度と見直しの内容 

子
ど
も
の
育
ち
を
社
会
全
体
で
支
援 

■図表２ 各国の家族関係社会支出の対ＧＤＰ比の比較 

(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所:国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」（2016年度） 

家族関係社会支出とは児童手当、児童扶養手当、保育所運営費、出産

手当金、育児休業給付など家族を支援するために支出される現金給付

および現物給付（サービス）を計上 

   

児
童
手
当
は
中
学
校
卒
業
ま
で
の
子
ど
も
の

養
育
者
に
支
給
す
る
も
の
で
、
現
行
制
度
で
は

子
ど
も
１
人
に
対
し
て
３
歳
未
満
が
一
律
１
５
，

０
０
０
円
、
３
歳
以
上
小
学
校
終
了
前
ま
で
が

一
律
１
０
，
０
０
０
円
（
第
３
子
以
降
は
１
５
，

０
０
０
円
）
、
中
学
生
が
一
律
１
０
，
０
０
０
円

と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
収
入
や
扶
養
親
族

の
数
に
よ
っ
て
所
得
制
限
が
あ
り
、
専
業
主
婦
・

子
ど
も
２
人
世
帯
で
年
収
が
９
６
０
万
円
以
上

に
な
る
と
支
給
額
が
減
額
さ
れ
、
１
人
に
つ
き

一
律
５
，
０
０
０
円
の
特
例
給
付
と
な
り
ま
す
。 

                  

今
回
の
改
正
案
で
は
、
こ
の
特
例
給
付
が
見

直
し
さ
れ
、
専
業
主
婦
・
子
ど
も
２
人
世
帯
で
年

収
が
１
，
２
０
０
万
円
以
上
の
場
合
は
、
月
５
，

０
０
０
円
の
支
給
が
２
０
２
２
年
10
月
か
ら

廃
止
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
手
当
の
縮
小
に
よ
っ

て
捻
出
さ
れ
た
財
源
３
７
０
億
円
は
、
新
た
に

必
要
と
な
る
約
14
万
人
分
の
待
機
児
童
解
消

の
受
け
皿
整
備
に
充
て
ら
れ
る
予
定
で
す
。 

な
お
検
討
の
過
程
で
は
所
得
制
限
の
基
準
を
、

世
帯
合
算
に
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
ま
し
た
。

中
間
所
得
層
に
も
影
響
の
大
き
い
こ
の
案
は
世

論
の
反
発
の
高
ま
り
を
受
け
て
見
送
ら
れ
、
現

行
の
ま
ま
収
入
の
高
い
方
の
親
の
年
収
で
判
断

さ
れ
ま
す
。 

   

今
回
の
見
直
し
は
主
に
２
つ
の
問
題
が
あ
る

と
考
え
ま
す
。 

１
点
目
は
、
児
童
手
当
は
子
ど
も
の
健
や
か

な
成
長
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
支
給
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
回
の
見
直
し

の
影
響
で
約
61
万
人
（
全
体
の
４
％
）
の
子
ど

も
が
受
給
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
。

子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
考
え
れ
ば
、
親
の
所

得
で
線
引
き
せ
ず
に
す
べ
て
の
子
ど
も
を
対
象

と
す
べ
き
で
す
。
高
所
得
世
帯
に
も
支
給
が
必

要
な
の
か
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
に
関
し
て
は
所
得
再
分
配
機
能
の
あ
る
税
制

（
所
得
税
や
相
続
税
な
ど
累
進
課
税
※

）
で
の
対

応
が
適
切
で
す
。
※
累
進
課
税
：
課
税
標
準
が
増
え
る
ほ
ど
よ

り
高
い
税
率
を
課
す
方
式 

２
点
目
の
問
題
は
待
機
児
童
対
策
の
財
源
を

捻
出
す
る
た
め
に
、
新
た
な
予
算
措
置
を
す
る

こ
と
な
く
、
児
童
手
当
を
縮
小
す
る
と
い
う
子

育
て
世
帯
間
の
負
担
の
付
け
替
え
を
行
っ
て
い

る
点
で
す
。
日
本
の
子
育
て
支
援
に
対
す
る
国

の
予
算
規
模
は
十
分
で
は
な
く
、
児
童
手
当
や

保
育
所
運
営
費
を
含
む
家
族
関
係
社
会
支
出
の

対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
わ
ず
か
１
・
29
％
（
２
０
１
６

年
度
）
で
す
。
国
民
負
担
率
な
ど
の
違
い
も
あ
り
、

単
純
に
比
較
は
で
き
な
い
も
の
の
、
イ
ギ
リ
ス

や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
諸
外
国
に
比
べ
て
低
い

の
が
現
状
で
す
（
図
表
２
）
。
少
子
化
が
進
む
日

本
に
お
い
て
は
子
育
て
支
援
に
関
す
る
さ
ら
な

る
予
算
の
拡
充
を
行
い
、
そ
の
財
源
で
待
機
児

童
対
策
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

                      

今
回
の
児
童
手
当
の
見
直
し
は
、
子
育
て
へ

の
将
来
不
安
か
ら
少
子
化
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ

て
し
ま
う
懸
念
が
あ
り
ま
す
。
子
育
て
世
帯
を

中
心
に
世
論
の
反
発
は
大
き
く
、
矢
田
議
員
の

も
と
に
は
４
８
，
０
０
０
人
を
超
え
る
改
正
法

案
へ
の
反
対
署
名
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
少
子

化
対
策
を
進
め
る
た
め
に
、
今
一
度
、
す
べ
て
の

子
ど
も
の
育
ち
を
社
会
全
体
で
支
援
す
る
と
い

う
理
念
を
、
国
民
全
体
で
共
有
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。 

少子化対策に逆行する児童手当の見直し 

一定所得以上の世帯は児童手当の特例給付を廃止する児童手当法改正案が、現在会期中の国会に提

出されています。政府は新たな待機児童対策への財源確保が厳しい中、児童手当の縮小を決定しました。

子育て世帯間で財源をやりくりするのではなく、子育て支援の予算を増やすべきです。 

                           電機連合 総合産業・社会政策部門  

電機連合＠見える化通信 Vol.１１４（２０２１.３） 「見える化通信」では、難しそうで見えづらい政策課題の中身を月に一回紹介します。 


